
ア　市議会議員選挙

うち代理記載による投票
者
（法49条第3項該当者）

北 区 2 6 247 － － 13 － － 268

都 島 区 13 3 218 － － 19 3 － 253

福 島 区 2 2 118 － － 9 1 － 131

此 花 区 11 － 252 － － 10 － － 273

中 央 区 3 － 150 － － 7 － － 160

西 区 5 － 202 － － 2 － － 209

港 区 9 5 234 － － 9 1 － 257

大 正 区 17 5 399 － 1 14 1 　－ 436

天 王 寺 区 3 － 239 － － 3 － － 245

浪 速 区 － 1 178 － － 5 － － 184

西 淀 川 区 15 － 386 － － 30 2 － 431

淀 川 区 33 4 473 － 2 27 5 － 539

東 淀 川 区 19 － 544 － － 33 3 － 596

東 成 区 2 － 236 － 1 8 2 － 247

生 野 区 10 3 390 － － 17 5 － 420

旭 区 14 3 329 － － 24 3 － 370

城 東 区 16 4 411 － 1 17 3 － 449

鶴 見 区 14 1 271 － － 21 2 － 307

阿 倍 野 区 14 3 355 － － 30 － － 402

住 之 江 区 19 3 628 － － 23 5 － 673

住 吉 区 13 4 651 － 2 26 6 － 696

東 住 吉 区 11 4 563 － 1 17 1 － 596

平 野 区 18 1 812 － 2 43 4 － 876

西 成 区 17 － 597 － 1 8 1 － 623

計 280 52 8,883 － 11 415 48 － 9,641

交通至難の島その他の
地で総務省令で定める
地域に居住又は滞在す
る者
（同第４号該当者）

自己の属する投票区の
ある市区町村の区域外
に居住する者
（同第５号該当者）

（９）不在者投票事由別不在者投票者数

計区 名

職務若しくは業務又は総
務省令で定める用務に
従事する者
（法48条の２第１項第１号
該当者）

（左記以外の）用務又は
事故のためその属する投
票区の区域外に旅行又
は滞在する者
（同第２号該当者）

疾病、負傷、妊娠、老衰、身
体の障害のため若しくは産
褥にあるため歩行が困難で
ある者又は刑事施設、労役
場、監置場、少年院若しく
は婦人補導院に収容中の
者
（同第３号該当者）

郵便等による不在者投票者
（法49条第2項該当者）

特定国外派遣組織に属
する選挙人で国外に滞
在するもののうち選挙当
日職務若しくは業務又は
総務省令で定める用務
に従事する者
（法49条第４項該当者）



イ　府議会議員選挙

うち代理記載による投票
者
（法49条第3項該当者）

北 区 2 6 247 － － 13 － － 268

都 島 区 13 3 217 － － 18 3 － 251

福 島 区 2 2 118 － － 9 1 － 131

此 花 区 11 － 250 － － 9 － － 270

中 央 区 3 － 150 － － 7 － － 160

西 区 5 － 204 － － 2 － － 211

港 区 9 5 235 － － 9 1 － 258

大 正 区 18 5 401 － 1 14 1 － 439

天 王 寺 区 3 － 239 － － 3 － － 245

浪 速 区 － 1 178 － － 5 － － 184

西 淀 川 区 15 － 388 － － 30 2 － 433

淀 川 区 33 4 476 － 2 27 5 － 542

東 淀 川 区 22 － 547 － － 33 3 － 602

東 成 区 2 － 236 － 3 8 2 － 249

生 野 区 10 3 391 － － 15 5 － 419

旭 区 14 3 331 － － 24 3 － 372

城 東 区 16 4 412 － 1 17 3 － 450

鶴 見 区 14 1 269 － － 19 2 － 303

阿 倍 野 区 14 3 352 － － 30 － － 399

住 之 江 区 17 3 622 － 2 23 5 － 667

住 吉 区 14 4 653 － 2 26 6 － 699

東 住 吉 区 13 4 564 － 1 18 1 － 600

平 野 区 18 1 816 － 3 43 4 － 881

西 成 区 17 － 600 － 2 8 1 － 627

計 285 52 8,896 － 17 410 48 － 9,660

交通至難の島その他の
地で総務省令で定める
地域に居住又は滞在す
る者
（同第４号該当者）

自己の属する投票区の
ある市区町村の区域外
に居住する者
（同第５号該当者）

計

郵便等による不在者投票者
（法49条第2項該当者）

特定国外派遣組織に属
する選挙人で国外に滞
在するもののうち選挙当
日職務若しくは業務又は
総務省令で定める用務
に従事する者
（法49条第４項該当者）

区 名

職務若しくは業務又は総
務省令で定める用務に
従事する者
（法48条の２第１項第１号
該当者）

（左記以外の）用務又は
事故のためその属する投
票区の区域外に旅行又
は滞在する者
（同第２号該当者）

疾病、負傷、妊娠、老
衰、身体の障害のため若
しくは産褥にあるため歩
行が困難である者又は刑
事施設、労役場、監置
場、少年院若しくは婦人
補導院に収容中の者
（同第３号該当者）


